
四日市市告示第２４９号 

 四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に必要な書類に関する要綱の一部を改正

する要綱を次のように定める。 

令和６年３月２９日 

四日市市長  森  智 広     

 

   四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に必要な書類に関する要綱の一部を

改正する要綱 

四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に必要な書類に関する要綱（平成１８年

四日市市告示第１２８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（登録申請の提出書類） 

第２条 規則第２条の規定に基づく申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める様式の書類を添付するものとする。 

（１）地域包括支援センターが申請する場合 

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（令和５年厚生

労働省告示第３３１号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。）に規定する

付表第二号（十二）、指定介護予防支援事業所に勤務する保健師・地域保健等に関

し経験のある看護師、介護支援専門員一覧（付表１―１）、その他登録申請に添付

が必要な書類(別表 登録申請に係る添付書類一覧) 

（２）居宅介護支援事業所が申請する場合 

厚生労働大臣が定める様式に規定する付表第二号（十二）、その他登録申請に添

付が必要な書類(別表 登録申請に係る添付書類一覧) 

 

別表（要綱第２条関係） 

指定介護予防支援事業所指定申請に係る添付書類一覧 

番号 添付書類 

１ 登記事項証明書又は条例等 

２ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

３ 平面図 

４ 運営規程 



５ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

６ 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内

容 

７ 誓約書 

８ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

９ その他指定に関し市長が必要と認める事項を証する書類 
 

 

 

改正前 

（登録申請の提出書類） 

第２条 規則第２条の規定に基づく申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める様式の書類を添付するものとする。 

（１）介護予防支援事業所に係る指定の申請 

指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項（付表１―１）、指定介護予防支

援事業所に勤務する保健師・地域保健等に関し経験のある看護師、介護支援専門員

一覧（付表１―２） 

（２）その他登録申請に添付が必要な書類(別表 登録申請に係る添付書類一覧) 

 

別表（要綱第２条（２）関係） 

指定介護予防支援事業所指定申請に係る添付書類一覧 

番号 添付書類 

１ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

２ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

３ 事業所の平面図 

４ 運営規程 

５ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

６ 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内

容 

７ 介護保険法に定められた違反要件等に該当しないことを誓約する書面  

８ その他指定に関し市長が必要と認める事項を証する書類 
 

 



 

 付表１－１を削る。 

 

付表１－２を次のように改め、同様式を付表１－１とする。 

  



   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（健康福祉部介護保険課） 


